
   江東区マンション建設計画の事前届出等に関する条例 

平成１９年１２月１３日 

条例第４６号 

（目的） 

第１条 この条例は、事業者が土地取引等の前に建設事業に関する事項を区に届け出

ることにより、マンションの建設と公共公益施設の整備状況との調整を図り、もっ

て良好な住環境の形成及び区民福祉に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) マンション 地階を除く階数が３以上の建築物で、世帯用住戸の数が２０以上

のもの 

 (2) 土地取引等 マンションの建設を目的とする土地の売買又は土地利用の変更等

を行うこと。 

 (3) 建設事業 マンションの建設を行うこと。 

 (4) 事業者 建設事業を行う者 

 (5) 公共公益施設 教育施設及び児童福祉施設等 

（建設事業の届出） 

第３条 事業者は、土地取引等を行う前に、規則で定める建設事業に関する事項を、

区長に届け出なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定による届出の内容を変更する場合は、遅滞なく、変更内容

を区長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、建設事業を中止する場合は、遅滞なく、その旨を区長に届け出なけれ

ばならない。 

（区長の意見） 

第４条 区長は、前条第１項又は第２項の規定による届出があった日から６０日以内

に、公共公益施設の整備状況との調整を図るため、必要な意見を文書により事業者

に通知するものとする。ただし、通知の期限については、理由を付して延期するこ

とができる。 

２ 前項に規定する意見は、次のとおりとする。 



 (1) 計画的な公共公益施設の整備への協力 

 (2) 計画戸数、住戸の型式及び入居時期の変更 

 (3) 建設事業の延期 

 (4) その他区長が必要と認める事項 

（意見への回答） 

第５条 事業者は、前条の規定による通知を受けた日から６０日以内に、区長に対し

て文書により回答しなければならない。ただし、区長は、事業者から文書により申

出があった場合は、回答の期限を延期することができる。 

（届出等の非公開） 

第６条 第３条に規定する事業者からの届出、第４条に規定する区長の意見及び第５

条に規定する事業者からの回答に係る文書については、特定の者に不当な利益を与

え、又は不利益を及ぼすおそれがないと区長が認めるまでの間、公開しない。ただ

し、建設事業地の所有権を有する者から公開の請求があった場合は、この限りでな

い。 

（手続の前置） 

第７条 事業者は、第３条から第５条までに規定する手続を経た後でなければ、次に

定める届出及び申請を行うことができない。 

 (1) 江東区みどりの条例（平成１１年１２月江東区条例第３６号）に基づく届出 

 (2) 江東区清掃リサイクル条例（平成１１年１２月江東区条例第３４号）に基づく

届出 

 (3) 江東区都市景観条例（平成１０年１２月江東区条例第４９号）に基づく届出 

 (4) 江東区マンション等の建設に関する条例（平成１９年１２月江東区条例第４５

号）に基づく届出 

 (5) その他区長が必要と認める届出又は申請 

（勧告） 

第８条 区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業者に

対し指示に従うよう勧告することができる。 

 (1) 第３条第１項又は第２項に規定する届出を行わない場合 

 (2) 第４条に規定する区長の意見に応じない場合 

 



（公表） 

第９条 区長は、前条に規定する勧告に事業者が従わない場合は、事実経過を公表す

ることができる。 

（施設状況の公表） 

第１０条 区長は、公共公益施設について、その状況を公表するものとする。 

（適用除外） 

第１１条 区長は、公共公益施設の整備等を併せて行い、その受入れに支障がないと

あらかじめ認めた大規模開発計画については、この条例を適用しないことができる。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成２０年１月１日から施行する。 

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 

（経過措置） 

３ この条例の施行前に、江東区マンション建設計画の調整に関する条例（平成１５

年１２月江東区条例第４０号）第３条の規定による建設事業の届出があったときは、

この条例の規定による建設事業の届出があったものとみなす。 


